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保険医療助成課

　229－3160　　229－5001

　医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下「保
険証」)を提示するか、オンライン資格確認を利用す
ると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、
次のような医療を受けることができます。　
●診察、治療、薬や注射などの処置
●入院、看護(入院時の食事代は別途)
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)
※オンライン資格確認はマイナンバーカードまたは
保険証により資格情報の確認ができるシステムで
す。システムを導入している医療機関は順次拡大
しています。

自己負担割合

出産育児一時金

医療機関にかかるとき医療機関にかかるとき

　保険適用される診察・治療などの療養の給付、入
院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次の
ような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納
している場合は給付を制限されることがあります。

国保で受けられる給付国保で受けられる給付

　被保険者が出産したとき、妊娠12週(85日)以降で
あれば死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給しま
す。原則として国保から医療機関に直接支払うため、
個人負担は不足差額分となります。個人負担額が出
産育児一時金の額を下回る場合は、申請により世帯
主に差額分を支給します。なお、産科医療補償制度
に加入していない医療機関などで分娩した場合や、
在胎週数22週未満の場合は、産科医療補償制度掛金
相当額が加算されません。

療養費
　次のような場合は、費用の全額を自己負担した後
に、申請により審査決定された金額から一部負担金
を除いた額を支給します。
●旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険
証等を使うことができずに診療を受けた診療費(国
外での診療の場合は海外療養費として申請)
●医師が治療上必要と認めたときの、コルセットな
どの補装具代
●医師が治療上必要と認めたときの、はり、きゅ
う、あんま・マッサージの施術代
●柔道整復師の施術代

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行っ
た人に５万円を支給します。

特定疾病療養受療証の交付
　先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要
とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因
するＨＩＶ感染症など、厚生労働大
臣が指定する特定疾病の人は、自己
負担額が１カ月１万円(人工透析を要
する69歳までの上位所得者は２万
円)までになります。「特定疾病療養
受療証」の交付を受けるには申請が
必要です。

ぶんべん

２割

２割
またはまたは３割 ３割

70～74歳就学時～69歳就学前まで
※２※１

(現役並み所得者)

(一般)

　国民健康保険(以下「国保」)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組
合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を
除いた全ての人が加入するものです。

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は事前に取得することができます
　医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適
用・標準負担額減額認定証」を提示するか、オンライ
ン資格確認を利用すると、自己負担限度額までの支払
いになります。必要に応じて、事前に保険証と身分証
明書を持参して手続きをしてください。ただし、保険
料を滞納していると交付できない場合があります。

※基準総所得金額は、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額
※４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が４回以上該当するとき

※「低所得Ⅱ」とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税
非課税の世帯に属する人
※「低所得Ⅰ」とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税
非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたと
きに０円となる人(年金の所得は控除額80万円として計算。令和３
年８月診療分以後について給与所得が含まれている場合には、当
該給与所得の金額から10万円までを控除して計算)

※４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が４回以上該当するとき

　医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎
年８月１日診療分から切り替え)を超えた分を支給し
ます。該当する世帯には、診療月の２カ月後以降に
申請書を送付します。 
自己負担額の計算方法
●月ごと(１日～末日)に計算
●差額ベッド代、食事代、保
　険適用でない医療行為にか
　かる費用などは対象外
●２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計
算(同じ医療機関でも医科と歯科は別計算で、入院
と外来も別計算)し、自己負担額が２万1,000円以
上になった医療機関分のみを合算　※70～74歳
の人は全ての医療機関などでの自己負担額を合算

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

70～74歳の人の自己負担限度額(月額) 

高額療養費

高額介護合算療養費

所得区分 所得要件適用
区分

自己負担限度額
３回目まで

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得

14万100円

９万3,000円

４万4,400円

４万4,400円

２万4,600円

基準総所得金額
901万円超

25万2,600円+(総医
療費-84万2,000円)
×１％
16万7,400円+(総医
療費-55万8,000円)
×１％
８万100円+(総医療
費-26万7,000円)×
１％

基準総所得金額
210万円以下 ５万7,600円

３万5,400円市民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超
901万円以下
基準総所得金額
210万円超
600万円以下

現
役
並
み
所
得
者

8,000円

1万8,000円 
 (年間上限額 
14万4,000円) 

所得区分 外来(個人単位) 外来＋入院(世帯単位)
自己負担限度額

一般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降
３回目まで

４回目以降

５万7,600円

４万4,400円
２万4,600円
１万5,000円

市民税課税所得
690万円以上

市民税課税所得
380万円以上
690万円未満
市民税課税所得
145万円以上
380万円未満

25万2,600円＋(総医療費
－84万2,000円)×１％

 14万100円
16万7,400円＋(総医療費
－55万8,000円)×１％

９万3,000円
８万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％

４万4,400円

自己負担限度額(国保＋介護保険)(年額)  　世帯の１年間(８月１日～翌年
７月31日)の医療保険の自己負担
額(高額療養費支給分は控除)と、
介護保険の利用者負担額※の合計
額が、右の自己負担限度額を超え
る分を支給します。
※高額介護(予防)サービス費の支
給分は控除 

所得区分 所得要件 自己負担
限度額

適用
区分

69歳まで 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

 141万円

67万円

56万円一般

低所得

基準総所得金額
901万円超

基準総所得金額
210万円以下

市民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超901万円以下

令和５年度の国民健康保険料について
　令和５年度国民健康保険料の納入通知書は７月
に発送します。詳しくは、広報津７月１日号折り
込み紙「国保だより」をご覧ください。

現
役
並
み
所
得
者

基準総所得金額
210万円超600万円以下

所得区分

低所得Ⅱ※１
低所得Ⅰ※１

自己負担
限度額

70～74歳

市民税課税所得 
690万円以上
市民税課税所得 
380万円以上690万円未満

市民税課税所得 
145万円以上380万円未満

31万円
19万円、31万円※２

後期高齢者医療保険に移行する人へ
　国保から後期高齢者医療保険には口座振替が引
き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替
を希望する人は、金融機関への届け出が必要です。

※１　高額療養費の表「70～74歳の人の自己負担限度額(月額)」の注釈を参照
※２　複数の者が介護サービスを利用する場合

一般

４回目以降 

40万4,000円

40万8,000円

48万8,000円

42万円

42万円

50万円

日令和３年12月31日まで
令和４年１月１日～
令和５年３月31日
令和５年４月１日から

1万6,000円

1万2,000円

1万2,000円

出産日 出産育児
一時金

産科医療補償制度
掛金相当額 合　計

※１ ６歳に達する日以後最初の３月31日(４月１日が誕生日の
場合は、その前日の３月31日)まで

※２ 70歳に達する月の翌月１日(１日が誕生日の場合はその月)
に交付される高齢受給者証に負担割合が記載されます。
受給者証は毎年８月１日に更新されます。
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　医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下「保
険証」)を提示するか、オンライン資格確認を利用す
ると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、
次のような医療を受けることができます。　
●診察、治療、薬や注射などの処置
●入院、看護(入院時の食事代は別途)
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)
※オンライン資格確認はマイナンバーカードまたは
保険証により資格情報の確認ができるシステムで
す。システムを導入している医療機関は順次拡大
しています。

自己負担割合

出産育児一時金

医療機関にかかるとき医療機関にかかるとき

　保険適用される診察・治療などの療養の給付、入
院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次の
ような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納
している場合は給付を制限されることがあります。

国保で受けられる給付国保で受けられる給付

　被保険者が出産したとき、妊娠12週(85日)以降で
あれば死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給しま
す。原則として国保から医療機関に直接支払うため、
個人負担は不足差額分となります。個人負担額が出
産育児一時金の額を下回る場合は、申請により世帯
主に差額分を支給します。なお、産科医療補償制度
に加入していない医療機関などで分娩した場合や、
在胎週数22週未満の場合は、産科医療補償制度掛金
相当額が加算されません。

療養費
　次のような場合は、費用の全額を自己負担した後
に、申請により審査決定された金額から一部負担金
を除いた額を支給します。
●旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険
証等を使うことができずに診療を受けた診療費(国
外での診療の場合は海外療養費として申請)
●医師が治療上必要と認めたときの、コルセットな
どの補装具代
●医師が治療上必要と認めたときの、はり、きゅ
う、あんま・マッサージの施術代
●柔道整復師の施術代

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行っ
た人に５万円を支給します。

特定疾病療養受療証の交付
　先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要
とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因
するＨＩＶ感染症など、厚生労働大
臣が指定する特定疾病の人は、自己
負担額が１カ月１万円(人工透析を要
する69歳までの上位所得者は２万
円)までになります。「特定疾病療養
受療証」の交付を受けるには申請が
必要です。

ぶんべん

２割

２割
またはまたは３割 ３割

70～74歳就学時～69歳就学前まで
※２※１

(現役並み所得者)

(一般)

　国民健康保険(以下「国保」)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組
合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を
除いた全ての人が加入するものです。

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は事前に取得することができます
　医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適
用・標準負担額減額認定証」を提示するか、オンライ
ン資格確認を利用すると、自己負担限度額までの支払
いになります。必要に応じて、事前に保険証と身分証
明書を持参して手続きをしてください。ただし、保険
料を滞納していると交付できない場合があります。

※基準総所得金額は、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額
※４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が４回以上該当するとき

※「低所得Ⅱ」とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税
非課税の世帯に属する人
※「低所得Ⅰ」とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税
非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたと
きに０円となる人(年金の所得は控除額80万円として計算。令和３
年８月診療分以後について給与所得が含まれている場合には、当
該給与所得の金額から10万円までを控除して計算)

※４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が４回以上該当するとき

　医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎
年８月１日診療分から切り替え)を超えた分を支給し
ます。該当する世帯には、診療月の２カ月後以降に
申請書を送付します。 
自己負担額の計算方法
●月ごと(１日～末日)に計算
●差額ベッド代、食事代、保
　険適用でない医療行為にか
　かる費用などは対象外
●２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計
算(同じ医療機関でも医科と歯科は別計算で、入院
と外来も別計算)し、自己負担額が２万1,000円以
上になった医療機関分のみを合算　※70～74歳
の人は全ての医療機関などでの自己負担額を合算

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

70～74歳の人の自己負担限度額(月額) 

高額療養費

高額介護合算療養費

所得区分 所得要件適用
区分

自己負担限度額
３回目まで

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得

14万100円

９万3,000円

４万4,400円

４万4,400円

２万4,600円

基準総所得金額
901万円超

25万2,600円+(総医
療費-84万2,000円)
×１％
16万7,400円+(総医
療費-55万8,000円)
×１％
８万100円+(総医療
費-26万7,000円)×
１％

基準総所得金額
210万円以下 ５万7,600円

３万5,400円市民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超
901万円以下
基準総所得金額
210万円超
600万円以下

現
役
並
み
所
得
者

8,000円

1万8,000円 
 (年間上限額 
14万4,000円) 

所得区分 外来(個人単位) 外来＋入院(世帯単位)
自己負担限度額

一般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降
３回目まで

４回目以降

５万7,600円

４万4,400円
２万4,600円
１万5,000円

市民税課税所得
690万円以上

市民税課税所得
380万円以上
690万円未満
市民税課税所得
145万円以上
380万円未満

25万2,600円＋(総医療費
－84万2,000円)×１％

 14万100円
16万7,400円＋(総医療費
－55万8,000円)×１％

９万3,000円
８万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％

４万4,400円

自己負担限度額(国保＋介護保険)(年額)  　世帯の１年間(８月１日～翌年
７月31日)の医療保険の自己負担
額(高額療養費支給分は控除)と、
介護保険の利用者負担額※の合計
額が、右の自己負担限度額を超え
る分を支給します。
※高額介護(予防)サービス費の支
給分は控除 

所得区分 所得要件 自己負担
限度額

適用
区分

69歳まで 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

 141万円

67万円

56万円一般

低所得

基準総所得金額
901万円超

基準総所得金額
210万円以下

市民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超901万円以下

令和５年度の国民健康保険料について
　令和５年度国民健康保険料の納入通知書は７月
に発送します。詳しくは、広報津７月１日号折り
込み紙「国保だより」をご覧ください。

現
役
並
み
所
得
者

基準総所得金額
210万円超600万円以下

所得区分

低所得Ⅱ※１
低所得Ⅰ※１

自己負担
限度額

70～74歳

市民税課税所得 
690万円以上
市民税課税所得 
380万円以上690万円未満

市民税課税所得 
145万円以上380万円未満

31万円
19万円、31万円※２

後期高齢者医療保険に移行する人へ
　国保から後期高齢者医療保険には口座振替が引
き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替
を希望する人は、金融機関への届け出が必要です。

※１　高額療養費の表「70～74歳の人の自己負担限度額(月額)」の注釈を参照
※２　複数の者が介護サービスを利用する場合

一般

４回目以降 

40万4,000円

40万8,000円

48万8,000円

42万円

42万円

50万円

日令和３年12月31日まで
令和４年１月１日～
令和５年３月31日
令和５年４月１日から

1万6,000円

1万2,000円

1万2,000円

出産日 出産育児
一時金

産科医療補償制度
掛金相当額 合　計

※１ ６歳に達する日以後最初の３月31日(４月１日が誕生日の
場合は、その前日の３月31日)まで

※２ 70歳に達する月の翌月１日(１日が誕生日の場合はその月)
に交付される高齢受給者証に負担割合が記載されます。
受給者証は毎年８月１日に更新されます。


